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今
後
、
高
齢
化
の
進
展
に
伴
っ
て
、
寝
た

き
り
や
痴
ほ
う
の
高
齢
者
が
急
速
に
増
え

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
、
ま
た
、
介
護
期
間

の
長
期
化
や
介
護
す
る
家
族
の
高
齢
化
な

ど
で
、
家
族
に
よ
る
介
護
で
は
十
分
な
対

応
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

今
日
、
介
護
問
題
は
、
私
た
ち
の
老
後

生
活
の
大
き
な
不
安
要
因
の
一
つ
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

介
護
保
険
制
度
は
、
老
人
福
祉
と
老
人

医
療
に
分
か
れ
て
い
た
高
齢
者
の
介
護
に

関
す
る
制
度
を
再
編
成
し
、
利
用
し
や
す

く
公
平
で
効
率
的
な
社
会
的
支
援
シ
ス
テ

ム
を
構
築
す
る
も
の
で
、
家
庭
で
の
介
護

能
力
が
低
下
し
、
限
界
が
生
じ
て
き
た
状

況
の
も
と
、
介
護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者

が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
自
立
し
た
生
活
を

送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
社
会
全
体
で

支
援
し
よ
う
と
設
け
ら
れ
、
平
成　

年
４

12

月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　
　

歳
以
上
の
全
国
民
が
被
保
険
者
と
し

40
て
保
険
料
を
納
め
、
介
護
が
必
要
に
な
っ

た
と
き
、
申
請
に
よ
り
認
定
を
受
け
て
各

種
の
サ
ー
ビ
ス
を
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画

（
ケ
ア
プ
ラ
ン
）
に
基
づ
い
て
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

昭
和　

年
の
４
万
６
千　

人
か
ら
徐
々
に

45

526

増
加
し
、
昭
和　

年
の
５
万
９
千　

人
を

58

481

ピ
ー
ク
に
、
以
後
、
人
口
の
減
少
が
わ
ず

か
な
が
ら
続
い
て
お
り
、
平
成　

年
（　

14

10

月
１
日
現
在
）
の
人
口
は
５
万
４
千　

人
993

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　

歳
以
上
の
高
齢
者
人
口
は
、
昭
和　

65

45

年
の
２
千　

人
か
ら
平
成　

年
（　

月
1

63

14

10

日
現
在
）
の
１
万
１
千　

人
ま
で
増
加
を

792

続
け
て
い
ま
す
。

　

高
齢
化
率
（
※
１
）
で
は
、
市
は
昭
和

　

年
に
全
国
や
全
道
よ
り
低
か
っ
た
も
の

45が
、
平
成
に
入
っ
て
か
ら
全
国
や
全
道
を

上
回
る
状
況
に
な
っ
て
お
り
、
今
後
も
高

齢
化
が
進
む
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

※
１
高
齢
化
率
…
総
人
口
に
占
め
る　

歳
65

　

以
上
人
口
の
割
合

◆
日
本
の
高
齢
化
の
現
況

　

国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
の

『
日
本
の
将
来
推
計
人
口
』
に
よ
る
と
、

総
人
口
は
平
成　

年
（
２
０
０
６
年
） 

18

に
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
後
、
減
少
に
転
じ
ま

す
が
、
高
齢
化
率
は
上
昇
を
続
け
、
平
成

　

年
（
２
０
２
５
年
） 
に
は　

・
７ 
㌫

37

28

（
４
人
に
１
人
が
高
齢
者
）
、
平
成　

年
62

（
2
0
5
0
年
）
に
は　

・
７
㌫
（
３
人

35

に
１
人
が
高
齢
者
）
に
な
る
と
見
込
ま
れ

る
な
ど
、　

世
紀
中
に
い
ま
だ
か
つ
て
な

21

い
超
高
齢
社
会
を
迎
え
る
と
推
測
さ
れ
て

い
ま
す
。 表

１
・
表
２
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

市
の
人
口
は
、
市
制
を
施
行
し
た

　

保
険
料
の
支
払
い
も
大
変
。

『
介
護
保
険
制
度
』
っ
て
本
当
に

　

私
た
ち
の
国
は
、
高
齢
化
の
坂

を
急
速
に
か
け
上
が
っ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
ま
ち
の
高
齢
化
の
状

況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
？
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必
要
な
の
で
す
か
？
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平成１２年４月に介護保険制度がスタート
してから、３年が経過しようとしています。
現在、市は、平成１５年度から平成１９年度までの
５カ年の介護保険事業計画を策定しています。
　　　　　　今号では、介護保険制度の概要を
　　　　　　　　　　もう一度確認しながら、

　　　市民を対象としたアンケートの
結果などをもとに、

介護保険のニーズやサービスの利用状況、
制度への満足度など、介護保険の現状について

　　　　　　Ｑ＆Ａでお知らせします。


